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議第24号

京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

　京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例の一部を改正する

条例を次のように制定する。

平成23年２月22日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例の一部を

改正する条例

　京都市産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。

　第３条第１項各号列記以外の部分中「ときは」の右に「，非常災害のため

に必要な応急措置として行う場合を除き」を加え，同条第２項各号列記以外

の部分中「前項」を「前２項」に，「同項」を「これら」に改め，同項第２

号を次のように改める。

　⑵　産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設（産業廃棄物の保管の場

所を含む。）又は産業廃棄物処理施設の敷地内に産業廃棄物を保管する

とき。

　第３条第２項に次の２号を加える。

　⑷　法第12条第３項若しくは第４項又は第12条の２第３項若しくは第４項

の規定による届出に係る産業廃棄物の保管をするとき。

　⑸　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第

８条の規定による届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管をすると

き。

　第３条第２項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。
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２　非常災害のために必要な応急措置として前項の産業廃棄物を本市の区域

内において保管した事業者は，当該保管をした日から起算して14日以内に，

次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

　⑴　前項各号（第３号及び第６号を除く。）に掲げる事項

　⑵　保管した産業廃棄物の種類及び数量

　⑶　前２号に掲げるもののほか，別に定める事項

　第５条中「第３条第１項」の右に「又は第２項」を加え，「同項」を「こ

れら」に改める。

　第22条第１号中「第３条第１項」の右に「又は第２項」を加える。

　附則中第２項の前の見出し，同項及び第３項並びに第４項の前の見出し及

び同項から第９項までを削り，第１項の見出し及び項番号を削る。

附 則

　この条例は，平成23年４月１日から施行する。

提案理由

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による届出に係る産業廃棄物の

保管について，届出を要しないこととする等の必要があるので提案する。


